
 

 

川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 
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川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（昭和６２年川崎市規則第

７７号）の一部を次のように改正する。 

別表宮前平駅周辺自転車等駐車場の項中 

「 

第４施設 川崎市宮前区宮前平１丁目12番先 

                          」 

を 

「 

第４施設 川崎市宮前区宮前平１丁目12番先 

第５施設 川崎市宮前区宮前平１丁目11番３ほか 

                          」 

に改め、同表宿河原駅周辺自転車等駐車場の項中 

「 

第１施設 川崎市多摩区宿河原３丁目1,333番１先 

第２施設 川崎市多摩区宿河原３丁目1,333番６ほか 

                          」 

を 

「 

第１施設 川崎市多摩区宿河原３丁目1,333番１先 

                          」 

に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年３月１日から施行する。 

  


